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東京電力の提示金額に納得できない方など、どなたでも当センターをご利用頂けます。
現在の申立て以外の損害についても、申立て可能です。また、裁判よりも手続が簡便かつ
無料※1で、ご本人様お一人でも申立てができます。証拠書類がない場合でも申立て可能で
あり、仲介手続きの中で、センターの調査官が不明な点を丁寧にお伺いします。
手続きが終了している17,951件のうち、８割強である14,912件※2が和解成立に至ってい

ます。 ※１ 送料等の実費は発生します。　※２ 平成28年７月末現在の件数です。

　　　　　　　　避難指示解除準備区域（浪江町）から避難した申立人ら（夫婦と子１
名）について、平成23年４月に南相馬市小高区の実家の両親に子を預けて共働きを始める予
定であったが、原発事故後、両親と離れて避難生活を送ることになったため、避難先での就
労にあたり、子を保育園に預けざるを得ない状況となったことなどを考慮し、子が４歳にな
る平成24年度までの保育料等が賠償された事例（和解事例999）。
※和解事例は、あくまで申立人の個別事情に基づいて和解した例であり、一般的に適用される基準ではありません。

原子力損害賠償紛争解決センター　無料電話　0120（377）155

　産業振興課商工労働係　　0240（34）0247

町内町内で営業営業を再開再開しましたしました町内で営業を再開しました
あぶくま信用金庫浪江支店

町民の
皆さんへ

　平成28年７月12日（火）、

浪江町内の金融機関とし

て、はじめて町内での営業

を再開いたしました。

一時立ち入りなどで町内にお戻りに

なられた皆さまのため、ほっと安心で

きる居心地の良い場所をご提供できれ

ばと考えております。

　
あぶくま信用金庫　浪江支店　
支店長　阿部　高浩

〒979－1521　浪江町大字権現堂字新町33番地

　 0240（35）2171　　0240（34）5526　


